
第３６回全国産業教育フェア佐賀大会 

「さんフェア SAGA2026」広報デザイン使用取扱規程 

 

第１条（趣旨） 

この規程は、第３６回全国産業教育フェア佐賀大会（さんフェアSAGA2026）（以下「大会」とい

う。）の広報デザインを使用する場合の取り扱いについて、必要な事項を定めるものとする。 

 

第２条（広報デザインの定義） 

この規程において、広報デザインとは、第３６回全国産業教育フェア佐賀大会準備委員会（以下

「準備委員会」という。）が定めたもので、次の各号に掲げるものをいう。 

（１） 大会愛称ロゴ 

（２） 大会ポスター原画 

（３） 大会マスコットキャラクター及び愛称 

 

第３条（広報デザインの使用） 

広報デザインは、大会の開催趣旨に賛同し、かつ大会の広報に寄与する事業において使用する

ことができる。 

 

第４条（申請） 

広報デザインを使用する場合は、あらかじめ『「さんフェア SAGA2026」広報デザイン使用承認

申請書（様式第１号）』を準備委員会事務局長（以下「事務局長」という。）に提出し、その承認を

受けなければならない。ただし、次の各号に該当する場合又は事務局長が適当と認めた場合はこ

の限りではない。 

（１） 国、地方公共団体及び教育関係団体が大会の広報を目的として使用するとき 

（２） 学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第１条に掲げる学校が、大会の広報及び教育を目

的として使用するとき 

（３） 報道機関が、報道又は大会の広報を目的として使用するとき 

２  前項の規定にかかわらず、営業または販売物に広報デザインを使用する者は、あらかじめ事務

局長と協議した上で、申請書を提出するものとする。 

３  第１項の規定により申請の必要がなく使用する場合においても、第 5 条の承認要件、かつ第 7

条の遵守事項を満たした上で使用するものとする。 

 

第５条（使用承認） 

事務局長は、広報デザインの使用を申請する者が、第３条の規定に該当し、以下の各号に該当し

ない場合に、広報デザインの使用を承認するものとする。 

（１） 大会の品位を傷つけ、又は正しい理解の妨げになるとき 



（２） 特定の個人、団体、政党又は宗教団体を支援若しくは公認しているような誤解を与えるとき、

又は与える恐れがあるとき 

（３） 法令及び公序良俗に反すると認められるとき、又は反する恐れがあるとき 

（４） その他、事務局長が広報デザインの使用について不適当と認めたとき 

２  事務局長は、前項の承認をするときは、『「さんフェア SAGA2026」広報デザイン使用承認通

知書（様式第２号）』により通知する。 

 

第６条（使用料） 

使用料は無料とする。 

 

第７条（使用上の遵守事項） 

広報デザインを使用する者（以下「使用者」という。）は、次の各号に掲げる事項を遵守しなけれ

ばならない。 

（１） 承認された用途にのみ使用し、事務局長の指示する使用条件に従うこと 

（２） 定められた色、形状、配色等を正しく使用すること。大会愛称・ロゴについては、別途定める

「さんフェア SAGA2026 愛称・ロゴマークデザインガイド」に沿って使用すること 

（３） イメージを損なう展開または応用使用はしないこと 

（４） 大会イメージキャラクターのイラストには、原則として、「さんフェア SAGA2026 イメージキャラ

クター あさぎちゃん」と表記すること。ただし、事務局長が使用対象物件の美観・機能等を著し

く損なうと認めた場合は、これを省略できる 

（５） 広報デザインを使用した著作物（物件）の完成見本を速やかに事務局長に提出すること。た

だし提出が困難なものについては、物件を撮影した写真を提出することで代えることができるも

のとする 

２  広報デザインを使用する権利を、第三者に譲渡または転貸してはならない。 

３  大会が何らかの事由により中止され、または大会の内容について変更が行われた場合であっ

ても、準備委員会に対して何らの損害賠償その他の請求及び権利の主張を行ってはならない。 

４  広報デザインを使用したすべての著作物に係る著作権（著作権法第 27 条及び第 28 条に規

定する権利も含む。）は、準備委員会に帰属する。 

 

第８条（承認内容の変更） 

広報デザインの使用者が、使用承認通知書の承認内容について変更しようとするときは、あらか

じめ事務局長に「さんフェア SAGA2026 広報デザイン使用承認内容変更申請書（様式第３号）」

を提出し、承認を受けなければならない。 

２  前項の承認は、第 5 条の規定を準用する。 

 

 



第９条（承認の取り消し） 

事務局長は、広報デザインがこの規程又は承認内容に反して使用されたときは当該承認を取り

消すことができる。 

２  前項の承認の取り消しは、『「さんフェア SAGA2026」広報デザイン使用承認取消通知書（様

式第４号）』をもって行うものとする。 

３  前２項の規定により承認を取り消された者は、承認取消通知があった日以降、当該使用対象

物を使用、配付、掲示及び販売をしてはならない。 

４  前３項により生じた損害は、当該承認を取り消された者の責により処理しなければならない。 

 

第１０条（賠償責任等） 

準備委員会は、使用者に損害が生じても、その損害賠償、損害補償について、一切の責任を負

わない。 

２  使用者は、広報デザインの使用によって第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負

い、準備委員会に迷惑を及ぼさないように処理するものとする。 

３  使用者は、広報デザインの使用によって故意又は過失により準備委員会に損害を与えた場合

は、これによって生じた損害を準備委員会に賠償しなければならない。 

 

第１１条（報告義務） 

使用者は、事務局長の求めがあったときは、広報デザインの使用状況及び使用実績について報

告しなければならない。 

 

第１２条（使用期限） 

広報デザインの使用期限は、使用を承認した日から準備委員会が解散する日までを限度とする。 

 

第１３条（佐賀県高等学校文化連盟の許可） 

この規程に定めるもののほか、イメージキャラクターの使用に当たって、佐賀県高等学校文化連

盟の手続きや許可が必要となる場合がある。 

 

第１４条（補則） 

この規程に定めるもののほか、広報デザインの使用の取り扱いについて必要な事項は事務局長

が別に定める。 

 

附則 

この規程は、令和７年６月１７日から施行する。 


